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は　じ　め　に

障害者の就労意欲が高まっている中で、障害者が希望や能力、適性を十分に生かし、障害

の特性等に応じて活躍できる社会の実現に向けて、障害者雇用政策の一層の充実が必要と

なっています。

こうした状況の中、平成30年８月、多数の国及び地方公共団体において、長年にわたり実

際には法定雇用率を達成していなかった状況が明らかになりましたが、その後積極的に障害

者の雇用を進め、令和５年６月１日現在の国の機関における障害者の雇用率は2.92％、都道

府県の機関における障害者の雇用率は2.96％となり、前年を上回りました。市町村の機関、

都道府県等の教育委員会においても障害者雇用は着実に進展し、公的機関に在職している障

害者数は前年を上回っています。

他方で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第104号）による障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律

第123号）の改正により、令和５年４月から、公務部門も含めた全ての事業主の責務に、適

当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含

まれることが明確化されたところでもあり、障害者の活躍の推進に関する取組をより一層進

め、障害者の雇用の質の向上を図ることも重要です。今後も国及び地方公共団体は、率先し

て障害者を雇用するとともに、障害者の活躍を推進する体制を整備し、一人ひとりが能力を

発揮し、活躍できる職場づくりを推進していく必要があります。

障害者の雇用の推進に当たり、障害者職業生活相談員は、障害者の職業生活全般の相談、

指導を行うこととされており、障害者が能力を最大限に発揮し、職業生活を通じて社会参加

を手助けするとても重要な役割であると言えます。

本書は、国及び地方公共団体において障害者職業生活相談員として選任される方の疑問や

不安などに応えることができるよう、障害者雇用に関する理念、障害者の雇用管理、障害の

特性、各種支援施策等の幅広い内容について、各種障害者問題に携わる専門家、学識経験者

等の御協力を得ながら編集しております。国及び地方公共団体において雇用管理の実務に携

わる方々にとって、障害者雇用に関する必要な知識やノウハウ等の情報を得るための入門書

としても広く活用していただき、障害者の雇用の促進とその職業の安定の一助となれば幸い

です。

　令和６年５月

厚生労働省



本テキストの文中において、以下の用語については略称で表記している箇所があります。

障害者基本法（昭和45年法律84号）　→　基本法

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）　→　促進法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）　→　障害者総合支援法

公務部門における障害者雇用に関する基本方針　→　基本方針



障害者職業生活相談員について

これから障害者職業生活相談員（以下「相談員」という。）として活動される皆様方の中
には、職場で何をすればいいのかと不安を抱かれている方もおられることでしょう。ここで
は、まず相談員の概要等についてご説明いたします。

（１）趣旨
障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者である労働者は、職業に従事する者とし

ての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立す
るように努めなければならない（第４条）、国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を
雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業
主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリ
テーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施
策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進する
ように努めなければならない（第６条）と定められています。

民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、国及び地方公共団体においては法定雇用
率の達成に留まらず、障害者雇用を継続的に進めることが重要であり、障害者の雇用を進め
るためには、採用することだけではなく、採用後も障害者の職業生活の充実を図ることが大
切です。

そこで、相談員は、障害者の採用後の職業生活の充実を図り、職業生活を通じて障害者が
社会参加できるよう手助けすることを目的として活動します。

（２）相談員の役割
国及び地方公共団体の任命権者は厚生労働省令で定める数（５人）以上の障害者が勤務す

る事業所において、相談員を選任し、その者に障害者の職業生活に関する相談、指導を行わ
せなければならないとされており、これにより相談員は障害者の職場適応の向上を図り、そ
の有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性に十分配慮した雇用管理を期すること
とされています。

相談員の役割は、おおむね次のような事項について障害者から相談を受け、またはこれを
指導することです。

①　障害者の適性・能力に応じた職務の選定等に関すること。
②　障害者の希望に応じた研修の実施等、障害者の職業能力の向上等に関すること。
③　障害者の障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関すること。
④　労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること。
⑤　障害者の余暇活動に関すること。
⑥　その他障害者の職場適応の向上に関すること。
相談・指導内容は多岐にわたり、相談員のみで解決することが難しいこともあるでしょ

う。その場合は、採用・人事担当者や配属先の上司などと組織的に問題解決に向け検討して
いくことが必要です。

また、公共職業安定所（ハローワーク）や地域の就労支援機関へ相談するといった方法も
有効でしょう。



（３）相談員の選任
国及び地方公共団体の任命権者は、５人以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者（精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は促進法第13条第１項の適応訓練を修了し、
当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者に限る。）が勤務する事業所において
は、その勤務する職員であって相談員の資格を有するもののうちから相談員を選任しなけれ
ばならないとされています。（障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第１項）

また、国及び地方公共団体の任命権者は、相談員を選任すべき事由が発生した日から３か
月以内に相談員を選任し、次の事項を記載した届書を国及び都道府県の任命権者は厚生労働
大臣に、市町村及び促進法施行規則第４条の12に規定する特別地方公共団体の任命権者は、
当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に遅滞なく提出しなければならないとされ
ています。

①　相談員の氏名
②　相談員の資格を有することを明らかにする事実
③�　当該事業所の職員の総数及び当該職員のうちの促進法第79条第１項に規定する障害者

の数
なお、法的義務は相談員を１名選任することで達成されるものですが、相談員制度の趣旨

にかんがみ、当該事業所の規模、障害者の数、障害の種類等に応じ複数の相談員の選任を行
うことが望ましいでしょう。

（４）相談員の資格
相談員の資格を有する者は、次のいずれかに該当する者です。
①　職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練（福祉工学科に係るものに限る。）

の修了者等
②　大学若しくは高等専門学校（旧専門学校を含む。）の卒業者又は職業能力開発総合大

学校の長期課程の指導員訓練（福祉工学科に係るものを除く。）、高度養成課程の指導員
養成訓練、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校若
しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校
の応用課程の高度職業訓練の修了者等で、その後１年以上障害者である労働者の職業生
活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

③　高等学校等の卒業者（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条に規
定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。）で、その後２年
以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

④　その他の者で、３年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務
経験を有する者

⑤　①～④までに掲げる者に準ずる者
⑥　障害者職業生活相談員資格認定講習（（以下「資格認定講習」という。）詳しくは後述

（５）を参照）の修了者

（５）資格認定講習
厚生労働省が実施する資格認定講習の概要は次のとおりです。
なお、国及び地方公共団体に勤務する職員は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構が実施する資格認定講習については受講することができません。



【実施方法】
資格認定講習は、厚生労働省が委託する民間企業において、オンデマンドにて実施しま

す。
【受講者】

資格認定講習の受講対象者は、５人以上の障害者が勤務する国及び地方公共団体の事業所
であって新たに相談員を選任する必要がある事業所において、相談員として選任が予定され
る職員で資格認定講習の受講が必要な者その他これに準ずる者です。
【講習内容】

資格認定講習は、基礎編・実務編を合わせて6.5時間以上で行われ、その講習テーマは主
として次のような事項です。

ア　基礎編
必須テーマとして、総論、障害者雇用の現状と課題、関係行政機関と障害者対策、障害

者職業生活相談員。
イ　実務編

必須テーマとして、採用・配置、労務管理、人間関係管理と生活指導、職場適応の向
上、障害別にみた雇用の実際。その他、障害者の心理・特性、医学的立場からみた障害者
の雇用、適職の選定・能力の開発・教育訓練、施設・設備の改善・作業環境の整備、カウ
ンセリングのカリキュラムを設定。
ウ　応用編（動画視聴）

障害者雇用事業所見学
【受講料】

受講料は無料です。
【受講手続】

厚生労働省あるいは都道府県労働局からの受講案内に基づき、申し込むこととなります。
【修了証書】

資格認定講習を修了した者には修了証書が交付されます。
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